
 

   平平成成2299年年度度  特特にに優優れれたた業業績績にによよるる学学資資金金返返還還免免除除制制度度のの  

概概要要等等及及びびススケケジジュューールル((予予定定))ににつついいてて  
                                                               2017年11月1日 
●返還免除制度の概要等 
１．制度の目的 
  大学院において第一種奨学金の貸与を受けた学生であって、奨学金貸与期間中に特に優れた業績をあげた者

として日本学生支援機構が認定した場合には、貸与期間終了時に奨学金の全部または一部の返還が免除され
る制度です。学問分野での顕著な成果や発明・発見のほか、専攻分野に関する文化・芸術・スポーツにおけ
るめざましい活躍、ボランティア等での顕著な社会貢献等も含めて評価を行い、学生の学修へのインセンテ
ィブ向上を目的としています。  

２．対象者 
  ①大学院第一種奨学金採用者で、当該年度中（平成29年4月～平成30年3月）に奨学金の貸与が終了する者（満

期・辞退・退学等を含む。） 
②必ずしも課程修了を要件とはしないが、貸与終了時に在学している課程で特に優れた業績を挙げた者 

 
３．業績及び評価基準 
     返還免除の対象となる業績は、本学大学院における教育研究活動等に関する業績及び専攻分野に関連した

学外における教育研究活動等に関する業績です。  
(1) 学位論文その他の研究論文 
  学位論文の教授会での高い評価､専攻分野に関連した研究内容の学会での発表､学術雑誌への掲載又は表彰 
(2) 大学院設置基準第１６条に定める特定の課題についての研究の成果 

  特定の課題についての研究の成果の審査の結果が教授会等で特に優れていると認められること 
(3) 著書、データベースその他の著作物（前２項に掲げるものを除く。） 
  専攻分野に関連した著書、データベースその他の著作物等が、社会的に高い評価を受ける等、特に優れた 

活動実績として評価されること 
(4) 発明 
  特許･実用新案等が優れた発明･発見として高い評価を得ていると認められること 

(5) 授業科目の成績 

  講義・演習等の成果として、優れた専門的知識や研究能力を修得したと教授会等で高く評価され、特に優 
秀な成績を挙げたと認められること 

(6) 研究又は教育に係る補助業務の実績 

  リサーチアシスタント、ティーチングアシスタント等による補助業務により、学内外での教育研究活動に 
大きく貢献し、かつ特に優れた業績を挙げたと認められること 

(7) 音楽、演劇、美術その他芸術の発表会における成績 
   教育研究活動の成果として、専攻分野に関連した国内外における主要な発表会等で高い評価を受ける等、特に 
優れた業績を挙げたと認められること 

(8) スポーツの競技会における成績 

   教育研究活動の成果として、専攻分野に関連した国内外における主要な競技会等で優れた結果を収める等、 

特に優れた業績を挙げたと認められること 

  (9) ボランティア活動その他の社会貢献活動の実績 

      教育研究活動の成果として、専攻分野に関連したボランティア活動等が社会的に高い評価を受ける等、 
公益の増進に寄与した研究業績であると評価されること 

 
４．特に優れた業績による返還免除の数 
   日本学生支援機構の規定により、第一種学資金の全部又は一部の返還を免除することができる者の数は、

「大学院において第一種学資金の貸与を受けた学生であって、当該免除をしようとする日の属する年度に貸
与期間が終了する者の１００分の３０以下とするもの」と規定されていますが、これを基本に各年度毎に日
本学生支援機構で協議の上、決定されることになります。  

  【平成28年度 神戸大学全体返還免除の対象者数及び免除の実績】         

    課  程 対象者数 申請者数 推薦者数 全額免除 半額免除  免除者数合計 

 修士課程・博士前期課程   ３７５   １９３   １１３    ３８    ７５      １１３ 

法科大学院専門職大学院学位課程     ３８     １２     １２      ４      ８        １２ 

 博士課程・博士後期課程     ６６     ４３     ２０      ７     １３        ２０ 

        ※対象者は、当該年度に貸与期間が終了する者の人数。                                         
   
● 平成２９度申請スケジュール 

 
・申請書類関係  平成２９年１２月中旬頃にホームページに掲載します。  
・申請受付期間  平成３０年１月１０日(水)・１１日(木)・１２日(金)・１５日(月) 

※ ９：００～１１：３０、１３：３０～１６：３０ 
※ ただし、１２日(金)は９：００～１１：３０（午後は立入り禁止）  

  ・申請受付場所  保健学研究科教務学生係 
 
 ※受付期間終了後は、一切受け付けませんので、注意してください。 

  （受付期間内に仕事等の理由で申請できない方は事前に連絡願います。） 

※申請の際、貸与終了時に在学している課程での実績を業績として申請しますが、それぞれの業績に証明となる

書類の添付が必要ですので、早めに確認しておいてください。なお、申請時において未発表、未掲載の業績で

も、掲載が決定されている通知文書（学会等が発行したもの）を添付すれば業績とすることができます。 

・研究論文…掲載された学術雑誌等の表紙，掲載部分の写し、学会発表のパンフレット，プログラム等 
・ＴＡ，ＲＡ等の実績…委嘱状又は採用決定通知書の写し 等 
（紛失等によりない場合は、所属研究科に証明書の作成を早めに依頼してください。） 

・その他…賞状、表彰状、新聞報道記事 等 
※返還免除の申請手続き等についての詳細は、１２月中旬頃までに掲示板，ホームページでお知らせしますので

注意しておいてください。 

  
 
 
 

日本学生支援機構 大学院第一種奨学金の貸与が平成29年度中に終了する方・終了した方へ 

◎照会先 
     〒654-0142  神戸市須磨区友が丘７丁目１０番２号 

     神戸大学大学院保健学研究科教務学生係 
       TEL：078-796-4504    Email：kyoumu@ams.kobe-u.ac.jp 


